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１ 【報告について】                                    

介護事故（利用者の身体的被害、精神的被害及び財産的被害をいう）については、発生の原因、

被害の大小及び過失の有無によらず報告を求めることとしているが、治療等を要しない軽微な事

故等については、現に苦情・トラブルが発生しているもの等を除き、必ずしも報告を求めるもの

ではないこととしている。但し、その場合であっても、事後、苦情・トラブルに発展する可能性

のあるものについての報告までも制限するものではない。 

 

２ 【事故の定義】                                     

事故については以下の二つに大別して考えるものとする。 

１ 重大事故 

（１） 死亡、重篤状態 

⚫ 事故発生原因の如何を問わない（利用者自身の転倒等による事故も含むものとする）。 

⚫ 窒息による死亡事故を含む。 

⚫ 送迎中の事故により第三者が死亡、重篤状態となった場合を含む。 

※ 老衰による自然死、病死については報告を要しない。 

（２） 一定程度の後遺障害、一酸化炭素中毒 

（３） 利用者の行方不明 

（４） 火災 

（５） 自然災害による建物、施設の損壊 

 

２ その他の事故 

（１） 医療上の治療を受けた場合 

※ 医師（施設の勤務医、配置医を含む。）の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要と

なった場合をいう。 

（２） 物品破損、飲食物への毒物混入、窒息事故などにより、死亡等の発生の恐れがある場合 

（３） 施設内での誤薬・与薬漏れ 

（４） 第三者による建物損傷 

（５） 施設内での盗難 

（６） 訪問系サービスにおける利用者宅での物損事故等 

（７） 不審者の侵入等 

 

※ １－（１）、（２）、（４）のうち、消費（役務）安全性を欠くと判断される場合は、当市より

消費者庁等に報告することとなる。 

※ ２－（１）（うち治療期間３０日以上の負傷・疾病に限る）及び（２）の事故のうち、消費

（役務）安全性を欠くと判断される場合は、当市より消費者庁等に報告することとなる。 

※ 上記を除くものについては、消費者庁等への報告は原則行わないが、その状況によっては社

会に与える影響が極めて大きいものがあることが想定されることや、事故の再発防止はもと

より、その原因によっては、現在提供されているサービス内容の大幅な見直し等の早急な措

置や、他の類似サービス提供事業者への対策を求めるようなケースについては、報告するこ

ととする。 
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３ 【報告対象サービス】                                  

全ての介護保険サービス施設・事業所を報告対象とする。 

 なお、県所管事業所における事故については、本市に事故報告書を提出し、尚且、県にも報告

書を提出することが義務付けられているが、県より提出の漏れや遅れが指摘されているので注意

を要する。 

 

４ 【報告書の様式】                                    

 指定様式を使用すること。指定様式は米沢市ホームページからダウンロードできる。 

令和７年２月１９日（水）から様式が一部変更されている。 

変更箇所は、事故報告書「事故の種別」の選択項目に下記３項目を追加 

① 行方不明 

② 送迎中の交通事故 

③ 火災 

 

５ 【提出について】                                    

 原則、Excelデータのままメールでの提出とする。 

提出先：米沢市高齢福祉課事業管理担当 

メールアドレス：kouhuku-ka@city.yonezawa.lg.jp 

 

６ 【報告期日】                                      
 

① 重大事故・・・事故発生後速やかに高齢福祉課あてに連絡を入れるとともに、原則として事   

故発生当日に報告書を提出すること。但し、夜間・休日においては翌営業日 

とする。 

② その他の事故・・・いかなる場合であっても、事故発生後１週間以内に報告すること。 

 

７ 【その他】                                       
 

⚫ 報告書が提出された後、事故発生時の状況等について、当課より事業所に対し聞き取り及び

関係書類の確認、発生場所での状況確認を行う場合もあること。 

⚫ 報告された事故等について、当課より利用者本人及び家族等に対し、事故発生時の状況等を

直接確認する場合もあること。 

⚫ 報告書の提出は、各指定サービス等に係る基準条例で定める「事故発生時の対応」に従い求

めるものであり、当課が事業所と利用者間の仲裁等を行うためのものではないこと。 

⚫ 事業所の判断で「第１報」や「第２報」として提出された事故報告に関して、「最終報告」

が提出されないケースが散見されることから、今後の取扱いに際し留意すること。 

⚫ 提出した報告書について、被保険者から情報開示請求があった場合には、審査のうえ必要と

される事項を開示することとなるため留意すること。 
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報 告 書 の 記 入 上 の 注 意 
 

ＮＯ． 項 目 記 入 内 容 

１ 事故状況 
事故状況の程度は、該当する項目にチェックを入れ、死亡に至った場合は、

死亡年月日を記入欄に書く。 

２ 

 

 

事業所の概要 

 

 

法人名、事業所（施設）名、事業所番号、サービス種別、所在地をそれぞ

れの欄に記入する。 

３ 対象者 氏名・年齢・性別、サービス提供開始日、住所、身体状況を記入する。 

４ 事故の概要 
発生日時、発生場所、事故の種別、発生時状況・事故内容の詳細、その他

特記すべき事項を記入する。 

５ 事故発生時の対応 
発生時の対応、受診方法、受診先の医療機関名・連絡先（電話番号）、診断

名、診断内容、検査、処置等の概要を記入する。 

６ 事故発生後の状況 

利用者の状況、家族等への報告（報告した家族等の続柄、報告年月日）、連

絡した関係機関（連絡した場合のみ）、本人・家族・関係先等への追加対応

予定を記入する。第2報、最終報告等の記入をする際には、「利用者の状況」

に通院状況等の経過を追記する。 

７ 
事故の原因分析（本人要因、職員

要因、環境要因の分析） 

事故が起きた原因をできるだけ具体的に記入する。その際、本人要因、職

員要因、環境要因の観点から分析する。 

８ 

再発防止策（手順変更、環境変更、

その他の対応、再発防止策の評価

時期および結果等） 

事故の再発防止策について、考えられたことをできるだけ具体的に記入す

る。例えば、手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期、 

９ その他 特記すべき事項 上記以外のことで、記入すべきと判断した事項について記入する。 


